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議 会 運 営 委 員 会 会 議 録  

 

 

～～～～～～～～～～～～  

日        程  

 

日  時  令和５年８月１８日（金）  

    午後０時３０分開会  

場  所  米子市淀江支所  第３会議室  

 

 

１  開   会  

２  協議事件  

⑴  本日の議事日程について  

⑵  その他  

３  閉   会  

 

～～～～～～～～～～～～  

出  席  委  員  （  ５名  ）  

委員長  今 城  雅 子  副委員長  米 本  隆 記  

委  員  奥 岩  浩 基  委  員  森 岡  俊 夫  

委  員  山 本  芳 昭    

～～～～～～～～～～～  

欠  席  委  員  （  ０名  ）  

～～～～～～～～～～～  

出  席  議  員  （  ２名  ）  

～～～～～～～～～～～  

当  局  出  席  者  

事務局長  三 上   洋  事務局総務課長  矢野  伴典  

～～～～～～～～～～～  

議 会 担 当 職 員  

議  長  稲 田   清  副議長  荒 井  秀 行  
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書  記  長  瀬尻かおり  書   記  近 藤   隆  

 

～～～～～～～～～～  

１  開      会  

（午後０時３ ０分  開会）  

 

○今城委員長  それでは、これより議会運営委員会を開会いたします。  

協議に入ります前に、本組合議会の新型コロナウイルス対策の変更に

ついて、御確認をさせていただきます。  

８月３日開催の議会運営委員会におきまして協議しました結果、消毒

液の設置及び常任委員会・特別委員会の議場での開催、この２点以外の

対策につきましては、新型コロナウイルス感染前に戻すということを決

定させていただきました。議員の皆様と当局へも８月９日付でその旨通

知させていただきました。  

具体的には、議場扉の開放はしないということ、それから議場内のア

クリル板の撤去、傍聴者の人数制限はしないということでございます。

本日の臨時会よりそのようにさせていただきます。  

なお、消毒液は引き続き議場入口前に設置、常任委員会及び特別委員

会は引き続き議場で開催させていただきますので、一応御確認というこ

とで、この場で御報告をさせていただきます。  

続きまして、組合議会議員の異動について御報告をさせていただきま

す。議会閉会中に、日吉津村議会選出の山路議員、日南町議会選出の山

本議員、日野町議会選出の小谷議員が任期満了となられ、新たに、日吉

津村議会から山路議員が、日南町議会から山本議員が、日野町議会から

中原議員がそれぞれ選出されておりまして、当議会運営委員会委員には、

山本議員が選出されておりますので、御報告をさせていただきます。  

 

～～～～～～～～～～  

２  協議事件  

 

○今城委員長  それでは、日程２、協議事件に入りたいと思います。  

（１）本日の議事日程についてを議題としたいと思います。  

担当から説明をお願いいたします。瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  それでは、本日の議事日程について説明させていただき

ます。  

資料１の臨時会の全体の日程（案）を御覧いただけますでしょうか。  
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この議会運営委員会に引き続きまして、午後１時から組合議会臨時会

を開会していただきます。  

本日の議事でございますが、まず諸般の報告といたしまして、土光議

員より、本日欠席の届け出がございましたので、その報告。それから、

説明のため出席を求めた者の報告、それから、例月出納検査及び定期監

査の結果報告と、先ほど今城委員長から御報告がありました、本組合議

会議員の異動報告をしていただきまして、あわせて各常任委員、議会運

営委員及び特別委員への選任報告をしていただきます。また、新たに組

合副管理者に就任されました中田副管理者の御紹介をしていただきます。 

続きまして、日程第１は、議席の指定でございます。新議員３名の議

席の指定を行っていただきます。  

次に、日程第２は、会議録署名議員の指名でございます。本日は、森

岡議員と勝部議員を指名していただきます。  

次に、日程第３は、会期の決定でございます。本日１日でお諮りいた

だきます。  

次に、日程第４は、管理者の議案上程でございます。本日は、議案第

１０号から第１２号までの３件と、日程第５の報告第１号及び第２号の

２件、合わせて５件を一括議題としていただきます。  

一括議題の内訳でございます。専決処分されました令和４年度補正予

算についての議案が１件、それから、条例の制定についての議案が１件、

財産の取得についての議案が１件、それから、令和４年度の繰越明許費

繰越計算書についての報告が１件、専決処分されました工事請負契約の

一部変更についての報告が１件、計５件でございます。この５件につき

まして、管理者の提案理由の説明の後、議案質疑を行っていただきます。  

なお、８月１６日の正午を通告期限としておりました議案質疑につき

ましては、このたび発言通告書の提出はございませんでした。  

続いて、質疑終了後の委員会付託でございます。議案第１０号につき

ましては、補正予算でございますので、議会にお諮りいただきまして、

予算審査特別委員会へ付託いただき、議案第１１号と第１２号につきま

しては、資料２のほうにつけております委員会付託区分表のとおり、総

務消防常任委員会への付託を行っていただくという運びとなります。  

ここで、委員会審査のため暫時休憩としていただきます。  

それから委員会審査でございますが、まず総務消防常任委員会を開催

していただきまして、常任委員会終了後に予算審査特別委員会を開催し

ていただきます。開催場所は、いずれも議場でございます。それから、

委員の異動に伴いまして、総務消防常任委員会におきましては委員長の

互選を行っていただきます。今回、民生環境常任委員会の開催はござい
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ません。  

それから、予算審査特別委員会終了後、本会議を再開していただきま

す。  

再開後は、総務消防常任委員会の委員長の互選結果を報告いただきま

して、総務消防常任委員会の新委員長、こちらは、このたび日吉津村の

山路議員であります。引き続き、予算審査特別委員会の奥岩委員長から

審査結果の報告をしていただきます。  

委員長の報告終了後に、委員長報告に対する質疑、討論を経まして、

議案第１０号から第１２号まで順次採決をしていただきます。  

以上が、本日の臨時会の全日程でございます。説明は以上でございま

す。  

○今城委員長  担当から本日の議事日程についての説明がございました。

本会議につきまして、何か御意見等はございませんでしょうか。  

ないようですので、本日の議事はこのとおりといたします。  

次に、協議事項（２）その他でございますが、当局及び委員の皆様か

ら何かございましたらお願いいたします。  

〔「ございません」と声あり〕  

○山本委員  委員長、ちょっとすみません。  

○今城委員長  山本委員。  

○山本委員  お聞かせいただきたいんですけれども、本会議の会議中に、

電子機器、タブレットとかの持ち込みは可能でしょうか。  

○今城委員長  瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  特にそういった取り決めはしてないですけれども、そう

いった機器の持ち込みは禁止とさせていただきたいと思います。  

○山本委員  禁止…、はい。といいますのは、この前、情報提供という

か資料提供で、米子市長さんに、彦名町の会長さんが要望書を出されて、

その要望書をデータで資料として頂いたんですけれども、それを見るの

に、タブレット、電子機器だったら見れるんですけれども、もしそれを

見ようと思ったら、印刷して議場に持って入るしかないということです

ね。持ち込みが駄目ということになればねえ。  

○今城委員長  瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  持ち込みを禁止しておりますので、ちょっとプリントア

ウトしてお持ちいただくということにしていただければと思います。  

○山本委員  はい、分かりました。  

○今城委員長  米本委員。  

○米本副委員長  それを個人でプリントアウトしてくださいということ

ですか。それとも事務局のほうが用意しますということですか、どちら
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ですかね。一応メールでもらったのはもらったんですよ。こういった内

容ですよっていうことで。それはまだはっきりと我々は文書でもらって

ないんですよね。ですから、それをやられるんでしたら、当局のほうが

ちゃんと文書として出されたものを配付されんと、それは駄目だと思い

ますけどね。  

○今城委員長  瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  このたびお送りさせていただいたのがかなりボリューム

もありましたので、必要であれば、こちらのほうでプリントアウトした

ものを議員の皆様にお届けさせていただきたいと思います。  

○米本副委員長  それと、もう１点いいですか。  

○今城委員長  米本委員。  

○米本副委員長  タブレットとかスマホを皆さん持っておられると思う

んですけれども、それは持ち込んでも開かなければいいという判断をさ

せてもらっていいんですか。置き場がないですから。  

○今城委員長  瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  そうですね、はい。  

○今城委員長  前回、会議規則のときにも申し上げましたけれども、控

え室というものがない以上は、例えばコートですとか傘ですとか、そう

いうような、あと、かばんはもちろんこと、中に持って入らざるを得な

いですよねっていうことで、持ち込みという意味でのことは当然ですよ

ねっていう話をした上で決めさせていただいてたと思いますので。例え

ば杖ですとかというものも当たり前にっていうのは確かお話くださって

いたと思いますので、その辺はもちろんでございます。外に出せと言わ

れても困るんですけどって感じなんで。はい、すみません。あとはよろ

しいでしょうか。奥岩委員。  

○奥岩委員  今、タブレットのお話が出ましたので、前回少しお話があ

ったと思うんですけれども、米子市議会のほうでも今進んでいますが、

そちらの情報を委員長を中心に御相談させていただいて、こちらの議会

運営委員会のほうでもタブレットの活用とかそういったことができるよ

うに御相談させていただけたらと思っております。よろしくお願いしま

す。  

○今城委員長  ありがとうございます。ほかには委員の皆様からよろし

いでしょうか。米本委員。  

○米本副委員長  ちょっと蒸し返すようで申し訳ないのですけれども、

委員長報告に対する質疑がありますね。今回、総務消防が２件あります。

これ、  １件ずつ質疑は取られますよね。委員長報告に対する質疑。委員

長報告は多分まとめて２件されると思うんですよ。  
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○今城委員長  そうですね。  

○米本副委員長  そうすると、この質疑については１件１件取ってもら

わないと、２件まとめてはちょっとまずいんじゃないかなというふうに

ちょっと思ったんですけれども。どうですか。  

○今城委員長  瀬尻書記長。  

○瀬尻書記長  おっしゃるとおりで、１件ずつしていただけるかと思い

ます。  

○今城委員長  米本委員。  

○米本副委員長  そのようにお願いいたします。  

○今城委員長  はい。では、本会議での部分ですよね。  

○米本副委員長  そうですね。  

○瀬尻書記長  本会議での委員長報告に対する質疑です。  

○今城委員長  はい。では、そこは稲田議長さんにお願いしたいと思い

ます。  

○米本副委員長  すみませんけど、お願いいたします。  

○今城委員長  議長、副議長から何かございますでしょうか。  

〔「ございません」と稲田議長、荒井副議長〕  

 

～～～～～～～～～～～  

３  閉    会  

 

○今城委員長  そうしますと、ほかにないようですので、これをもちま

して議会運営委員会を閉会いたします。  

 

午後０時４ ２分閉会  
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鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例第２９条第１項の規定に

より署名する。  

 

 

     

議会運営委員長      今  城   雅  子  

 

 


